
令和５年度

気象警報発表時の登下校の対応について
神坂学校（幼・小・中）令和５年４月７日現在

中津川市に，以下の気象警報が発表されている場合の登下校

（登降園）について，次のように対応いたします。

暴風・大雨・洪水・大雪

１ 発表されていた警報が，午前６時３０分までに

解除された場合 通常通り登校
学校からの「登校を指示するメール」は原則出しません。登校が困難な場合は，無理に登

校をすることを控え，学校（６９－４８６１）にその旨ご連絡ください。

２ 午前６時３０分に警報が発表されている場合 自宅待機
※学校からの「自宅待機を指示するメール」は原則出しません。

（１）午前１０時までに解除された場合 学校・園より連絡 ⇒ 登校・登園(給食あり)

（２）午前１０時までに解除されなかった場合 臨時休業

気象警報が 解除された場合 解除されていない場合

午前６時３０分までに 通常通り登校 自宅待機

メールは原則出しません

午前６時３０分以降 学校・園からの 臨時休業

午前１０時までに メール連絡に従う

３ 停電等で警報に関する情報が得られなかったり，電話やメールの不通で学校からの連絡が

届かなかったりする場合 自宅待機 （その後の登校については，何らかの形で学

校から連絡をします）

４ 登校後，警報が発表された場合 学校待機 させます。
その後，保護者による引受をお願いします。引受開始時刻は，メール等で連絡をしま
す。待機中に解除された場合も，原則，保護者による引受をお願いします。

５ 備考

※ 学校・幼稚園では，電話は緊急用として使用しますので，電話による個人的な問い合

わせはご遠慮ください。


